
 和議第９号   

 

物価高騰対策の強化を求める意見書（案） 

 

国際情勢の急激な変化や急速な円安の進行によるエネルギー価格の高騰が長

期化していることに加え、原材料費や物流費の高騰に伴い食料品等を始めとす

る物価高騰も継続しており、県民の生活、企業等の産業活動はもとより、価格

転嫁による対応が困難な教育や医療・介護・保育等のサービスにも重大な影響

を及ぼしている。 

国においては、令和４年度、低所得者に対する給付金、電気・ガス料金の激

変緩和対策のほか、地方公共団体に対し地方創生臨時交付金を措置するなど物

価高騰対策を講じており、本県においても、当該交付金を活用し幅広く生活者

や事業者の支援に取り組み、生活者・事業者の負担軽減に確実な成果を上げて

いる。 

しかしながら、夏以降も燃料や食料品等の値上げが相次ぎ、実質賃金が前年

度を下回る状況が続いており、さらに、エネルギー価格及び物価の高騰が早期

に改善する見込みはなく、加えて１０月よりインボイス制度が導入されること

で中小企業や個人事業主の負担が増すことから、地域の住民や産業を守る取組

を継続・拡充していくことが求められている。 

よって、国においては、エネルギー価格・物価高騰の影響を受ける生活者や

事業者を継続的に支援するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 電気・ガス価格激変緩和対策について、当面１２月使用分まで延長すると

されている措置を、物価高騰が改善されるまで、継続して実施すること。 

 

２ 地方公共団体が地域の実情を考慮した効果的な支援を実施できるよう、「電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を増額すること。 

 

３ 円安の進行を食い止め、円の価値を高めることにつながるよう外交努力を

強化すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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